
2000年 出土の木簡

徳
予

中
前
川

町

二
丁
目
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
徳
島
市
中
前
川
町
二
丁
目

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
九
年

（平
１１
）
八
月
―
二
〇
〇
〇
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
卿
徳
島
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

４
　
調
査
担
当
者
　
光
山
忠
幸

・
藤
川
智
之

５
　
遺
跡
の
種
類
　
近
世
城
下
町
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
江
戸
時
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

中
前
川
町
二
丁
目
遺
跡
は
、
徳
島
城
の
北
方
の
旧
城
下
に
位
置
す
る
。
徳
島

城
下
町
は
、
新
町
川

。
助
任
川

。
田
宮
川

・
福
島
川
な
ど
の
河
川
に
よ
つ
て
細

か
く
島
状
に
分
か
れ
て
い
る
。

現
在
で
も
地
名
に
残
る

「徳

島
」
「寺
島
」
「福
島
」
「常
三

島
」
な
ど
の
六
つ
の
島
と
、
陸

地
で
あ
る
六
つ
の
地
区
か
ら
な

っ
て
い
て
、
上
級
武
士
や
特
権

商
人

。
庶
民
階
級
と
い
っ
た
よ

う
に
、
居
住
区
分
が
あ
っ
た
。

本
遺
跡
は
六
つ
の
地
区
の
う
ち

助
任

。
前
川
地
区
に
あ
た
り
、
中
級

・
下
級
武
士
の
居
住
地
と
な
っ
て
い
た
場

所
で
あ
る
。

残
さ
れ
た
絵
図
か
ら
、
城
下
の
暉
割
り
や
住
人
の
名
な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ

て
い
る
。
当
地
の
場
合
に
は
、
元
禄
四
年

（
三
ハ
九
こ

の
絵
図
に
お
い
て
、

南
半
に
山
崎
家
、
北
半
に
坪
井
家
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
幕
末
期
安
政
年
間

盆

八
五
四
―
六
〇
）
の
絵
図
で
は
、
北
半
西
側
に
山
崎
家
、
東
側
に
渡
邊
家
、

南
半
に
太
田
家
の
名
前
が
み
え
る
。
こ
の
間
の
絵
図
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の

の
、
系
図
な
ど
か
ら
み
て
こ
れ
ら
三
家
は
安
政
以
前
か
ら
こ
の
地
に
住
ん
で
い

た
可
能
性
が
高
い
。
明
治
初
年
の
絵
図
で
も
こ
れ
ら
の
位
置
関
係
は
動
い
て
い

な
い
が
、　
一
人
九
九
年
に
は
建
造
物
は
な
く
、
畑
地
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。
大
正
年
間
か
ら

一
九
九
三
年
ま
で
は
工
業
試
験
場
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
以
降
は
更
地
と
な
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇

一
年
開
館
予
定
の
県
立
文
学
館

・

書
道
美
術
館
の
建
設
に
際
し
て
調
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

遺
跡
は
現
標
高
が

一
。
一
ｍ
で
、
遺
構
面
は
海
抜
Ｏ
ｍ
を
は
さ
ん
で
三
面
が

確
認
さ
れ
た
。
城
下
町
の
築
造
事
情
か
ら
も
生
活
面
は
低
地
に
形
成
さ
れ
て
お

り
、
い
ず
れ
の
調
査
地
点
で
も
湧
水
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
遺
構
面
の

う
ち
、
上
二
面
は
幕
末
期
の
も
の
で
あ
る
。
確
認
さ
れ
た
遺
構
は
二
Ｏ
Ｏ
を
越

え
る
が
、
屋
敷
構
造
は
十
分
に
解
明
さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
年
代
の

屋
敷
は
道
路
沿
い
に
主
屋
な
ど
を
配
置
す
る
こ
と
が
多
く
、
設
定
さ
れ
た
調
査

区
が
当
時
の
街
路
を
継
承
し
た
現
在
の
道
路
か
ら

一
定
の
距
離
を
お
い
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
調
査
区
を
三
分
割
す
る
逆
Ｔ
字
形
の
溝
が
検

(徳 島)



出
さ
れ
て
お
り
、
絵
図
と
の
対
照
に
よ
り
江
戸
後
半
期
の
屋
敷
境
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。
ま
た
、
北
半
の
二
区
画

（山
崎
家
・
渡
邊
家
）
の
屋
敷
地
の
南
寄

り
に
は
池
状
遺
構
が
あ
り

（渡
邊
家
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇
一
・
山
崎
家
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇
一
し
、

境
界
溝
と
も
ど
も
最
も
遺
物
の
出
土
量
が
多
く
、
今
回
紹
介
す
る
木
簡
も
全
て

が
こ
の
三
カ
所
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

池
状
遺
構
は
二
基
と
も
不
整
な
方
形
を
呈
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇

一
は
東

西

一
三

・
五
ｍ
以
上
、
南
北

一
二

・
七
ｍ
を
測
る
。
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇
二
は
工
業
試

験
場
に
よ
る
攪
乱
を
受
け
て
い
る
が
、
お
お
よ
そ
同
様
の
規
模
と
思
わ
れ
る
。

形
態
や
遺
物
の
廃
棄
状
態
か
ら
み
て
、
ゴ
ミ
捨
て
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
池
状
遺
構
か
ら
は
、
陶
磁
器

・
瓦

・
木
製
品

・
漆

器

。
金
属
製
品

。
石
製
品
な
ど
多
様
な
遺
物
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇

一
か

ら
は
細
い
針
状
の
工
具
で

「太
田
」
と
彫
り
込
ん
だ
火
鉢
が
出
土
し
て
お
り
、

境
界
溝
を
は
さ
ん
で
南
に
隣
接
す
る
太
田
家
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
ょ
う
ど
幕
末
期
に
は
安
政
の
南
海
地
震

（
一
人
五
四
年
）
が
起
き
て
お
り
、

こ
の
地
区
に
お
い
て
も
屋
敷
の
倒
壊
な
ど
の
甚
大
な
被
害
が
生
じ
た
。
そ
の
際

の
も
の
と
見
ら
れ
る
噴
砂
の
痕
跡
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
地
震
災
害
に
よ
る
周

辺
の
廃
棄
物
処
理
が
こ
の
池
の
役
割
の
一
つ
と
想
像
さ
れ
る
。

現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
木
簡
は
二
三
点
で
、　
三
ハ
点
が
池
状
遺
構
Ｓ
Ｌ
二
〇

〇

一
か
ら
、
七
点
が
Ｓ
Ｌ
二
〇
〇
二
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。
う
ち

一
点
に
は
天

保

一
一
年

（
一
人
四
〇
）
の
年
号
が
み
え
て
お
り

（但
し
、
年
号
以
下
の
釈
文
未
確

定
）、
共
伴
し
た
陶
磁
器
の
年
代
か
ら
も

一
九
世
紀
前
半
に
相
当
す
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

Ｓ
Ｌ
三
〇
〇

一

①
　
。
「
ｏ
米
五
斗
　
　
□
□
」

。
「
。
雌

人
与
文
蔵
」

Ｓ
Ｌ
三
〇
〇
二

②
　
。「＜
。州
　山
崎
Ⅷ坂
廷
□

。
「
＜
ｏ
□
□
□

⑪
　
。
「
一
御
米
五
斗
　
之
村
弥
平
」

。
「
一
御
米
五
半
　
　
　
　
　
」

ぃ
　
。
「
ｏ
米
五
半

辺
川
村
　
貞
兵
衛
」

。
「
ｏ
升
入
五
人
与
　
左
右
兵
衛

□
　
　
　
　
平
右
衛
門
」

⑤
　
。
「
＜
ｏ
阿
州
　
山
崎
吉
司
」

。
「
＜
ｏ
阿
州
　
山
崎
吉
司
」

『
Ｏ
υ〈
］
〇
〉〈
伽
　
　
〇
∞
∞

い
ず
れ
も
荷
札
で
あ
り
、
短
冊
形
の

一
端
を
削

っ
て
剣
先
状
に
加
工
す
る

Ｐ
Φ
『
×

∞
ｏ
×

Ｐ
ｏ
　

ｏ
い
Ｐ

（
Ｐ
∞
∞
）
×
枷
ω
×
り
　
Φ
∞
Φ

解
伽
∞
×

∞
囀
×

⇔
　

ｏ
い
Ｐ

Ｐ
牌
∞
×
］
い
×
］

ｏ
い
出



（ω
０
１
０
）、
上
端
近
く
左
右
に
え
ぐ
り
を
入
れ
る

（②
⑬
）、　
一
端
に
よ
せ
て

穿
孔
す
る

（⑪
②
⑭
⑪
）
な
ど
古
代
の
そ
れ
と
形
態
的
な
差
異
は
認
め
ら
れ
な

い
。
た
だ
し
、
整
形
は
若
千
粗
い
印
象
が
あ
る
。

②
の
裏
面
は
三
文
字
分
の
墨
痕
は
み
え
る
も
の
の
字
画
は
確
定
で
き
て
い
な

い
。
「山
崎
」
以
下
の
文
字
は
欠
損
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
が
、
⑬
に
表
裏

と
も
に

「阿
州
　
山
崎
吉
司
」
と
記
す
木
簡
が
あ
り
、
年
代
か
ら
見
て
、
同

一

名
と
考
え
ら
れ
る
。
⑪
③
ω
に
は
品
名
と
し
て
米
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
数
量

は
い
ず
れ
も

「
五
斗
」
と
な
っ
て
い
る
。
中
徳
島
町
二
丁
目
遺
跡
出
土
の
一
七

世
紀
後
半
の
木
簡

（本
誌
第
二
二
号
）
で
も
同
様
に
五
斗
の
記
載
が
多
く
み
ら

れ
る
。
い
と
④
の
裏
面
に
は
、
各
村
に
お
け
る
計
量
責
任
者
で
あ
る

「升
取
」

「升
入
」
の
名
前
と
し
て

「文
蔵
」
「左
右
兵
衛
」
「平
右
衛
門
」
が
み
え
る
。

Ｏ
ω
に
は
、
年
貢
米
の
納
入
者
と
そ
の
居
住
地
が
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
宛
先
の
有
無
で
二
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
崎

家
に
あ
て
た
も
の
は
い
ず
れ
も
冒
頭
に

「阿
州
」
と
記
し
て
い
る
。
山
崎
家
の

所
領
は
、
明
治
初
年
の
実
態
を
示
す
資
料
で
あ
る

「阿
波
徳
島
藩
蜂
須
賀
家
家

臣
所
領
地
並
石
高
控
」
に
よ
る
と
、
現
在
の
徳
島
県
内
だ
け
で
は
な
く
、
淡
路

の
三
原
郡

・
津
名
郡
に
も
点
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
地
か
ら
米
が
送
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
示
す
。　
一
方
、
宛
先
の
な
い
木
簡
に
記
さ
れ
た

「芝
村
」
は
現
在

の
徳
島
県
海
部
郡
海
部
町
、
「辺
川
村
」
は
同
郡
由
岐
町
に
所
在
す
る
。
い
ず

れ
の
地
も
藩
の
直
轄
地
の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
山
崎
吉
司
は
北
御
蔵
奉

行

。
新
御
蔵
奉
行

・
銀
御
奉
行
を
歴
任
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
う

し
た
役
職
と
の
関
連
性
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。

山
崎
家
に
あ
て
た
米
に
つ
い
て
は
、
阿
波
藩
の
武
家
の
所
領
地
支
配
で
あ
る

地
方
知
行
制
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
中
徳
島
町
二
丁
目
遺
跡
の
場
合
と
比

較
し
て
、
幕
末
期
に
お
い
て
も
、
地
方
知
行
制
が

一
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
藩
の
直
轄
地
か
ら
の
も
の
に
は
計
量
責
任
者

の
名
を
記
し
て
お
り
、
所
定
の
手
続
き
が
厳
格
に
守
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
木
簡
が
山
崎
家
の
邸
宅
地
か
ら
出
土
し
た
こ
と
で
、
蔵

奉
行
の
業
務
を
自
宅

へ
持
ち
帰
っ
て
、
伝
票
の
整
理
な
ど
を
行
な
っ
て
い
た
可

能
性
を
想
定
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
年
貢
米
を
中
心
と
し
た
物
資
の
流

通
実
態
を
具
体
的
に
示
す
基
礎
的
な
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
五
点
の
他
に
、
角
柱
の
四
面
に

「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
」
を
記
し
た
も

の
や
、
「童
女
」
の
文
字
の
み
え
る
位
牌
と
想
定
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

釈
読
と
解
釈
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
教
育
委
員
会

（当
時
）
の
宮
本
和
宏
氏
、

徳
島
城
博
物
館
の
根
津
寿
夫
氏
か
ら
多
大
な
る
援
助
を
得
た
。

2000年出上の木簡

藤

江戸後半期の主要遺構と 馨
屋敷地割り(17/600)   之

155

山崎家




